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中心市街地の活性化に 
向けて 

12345

中
心
市
街
地
の
振
興
方
策（
ア
ク
セ
ル
）と
都
市
機
能
の
適
正
立
地（
ブ

レ
ー
キ
）の
両
輪
に
よ
り
、コ
ン
パ
ク
ト
な
ま
ち
づ
く
り
を
実
現 

中
心
市
街
地
の
活
性
化
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
・
効
果
的
に
推
進
す

る
た
め
、内
閣
に
中
心
市
街
地
活
性
化
本
部
を
設
置 

市
町
村
が
作
成
す
る
基
本
計
画
に
つ
い
て
内
閣
総
理
大
臣
に
よ
る
認
定

制
度
を
創
設 

多
様
な
関
係
者
に
よ
り
組
織
さ
れ
る
中
心
市
街
地
活
性
化
協
議
会
を

法
制
化 

暮
ら
し
・
に
ぎ
わ
い
再
生
事
業
、中
心
市
街
地
共
同
住
宅
供
給
事
業
の

創
設
な
ど
、認
定
を
受
け
た
基
本
計
画
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
事
業
に

対
す
る
支
援
措
置
を
拡
充 

2006.NOVEMBER 2［時の動き］

中
心
市
街
地
は
都
市
機
能
が
集
積
す
る「
ま
ち
の
顔
」で
す
。
し
か
し
、
近
年
、
病
院
、
学
校
、

市
役
所
な
ど
の
公
共
公
益
施
設
の
郊
外
移
転
や
大
型
店
の
郊
外
へ
の
進
出
、

居
住
人
口
の
減
少
な
ど
に
よ
り
、
中
心
市
街
地
は
か
つ
て
の
活
力
を
失
い
始
め
て
き
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
都
市
の
秩
序
あ
る
整
備
を
図
る
と
と
も
に
、
中
心
市
街
地
に
お
け
る
都
市
機
能
の
増
進
と

経
済
活
力
の
向
上
を
総
合
的
・
一
体
的
に
推
進
す
る
た
め
に
、
都
市
計
画
法
と
中
心
市
街
地
活
性
化
法
の

改
正
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
今
後
、
地
域
ぐ
る
み
で
積
極
的
に
中
心
市
街
地
活
性
化
に
取
り
組
む
市
町
村
の

計
画
を
国
が
認
定
し
、
こ
う
し
た
取
組
を
集
中
的
か
つ
効
果
的
に
支
援
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

中
心
市
街
地
活
性
化
の
た
め
の

新
し
い
仕
組
み

多
様
な
担
い
手
を
巻
き
込
ん
だ
地
域
ぐ
る
み
の
積
極
的
な
チ
ャ
レ
ン
ジ
を
支
援

空
洞
化
が
進
む
中
心
市
街
地

「
シ
ャ
ッ
タ
ー
通
り
」と
な
っ
た
商
店
街

地
方
都
市
の
中
心
市
街
地
＊
で
は
、

多
く
の
店
が
シ
ャ
ッ
タ
ー
を
閉
じ
た
、

い
わ
ゆ
る
「
シ
ャ
ッ
タ
ー
通
り
」
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
商
店
街
が
目
立
っ
て
き
て

い
ま
す
。
中
心
市
街
地
に
空
き
地
が
増

え
、
暫
定
的
に
駐
車
場
と
し
て
利
用
し

て
い
る
ケ
ー
ス
も
多
く
見
ら
れ
ま
す
。

中
心
市
街
地
が
空
洞
化
し
た
原
因
と

し
て
は
、
次
の
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

○
病
院
や
学
校
、
市
役
所
な
ど
の
公
共

公
益
施
設
の
郊
外
移
転
な
ど
に
よ

る
都
市
機
能
の
拡
散

病
院
や
学
校
、
市
役
所
等
、
こ
れ
ま

人
通
り
が
少
な
く
な
っ
た

中
心
市
街
地

空き屋・空き店舗等の件数の推移 

国土交通省調べ 

※7市（日立市、本庄市、木更津市、甲府市、高山市、犬山市、 
　直方市）の中心市街地における空き屋・空き店舗等の件数を 
　調べたもの。 
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大規模店舗の用途地域別の立地状況 公共公益施設の郊外移転状況 
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で
都
市
の
中
心
部
に
立
地
し
て
い
た
公

共
公
益
施
設
が
、
建
替
え
時
に
郊
外
へ

と
移
転
す
る
ケ
ー
ス
が
目
立
っ
て
い
ま

す
。
市
役
所
に
つ
い
て
は
一
九
七
〇
年

代
か
ら
、
病
院
や
文
化
施
設
に
つ
い
て

は
一
九
八
〇
年
代
以
降
に
郊
外
移
転

が
顕
著
に
な
り
、
近
年
は
移
転
の
動
き

が
様
々
な
公
共
公
益
施
設
に
広
が
っ
て

加
速
す
る
傾
向
が
見
ら
れ
、
都
市
の
中

心
的
機
能
を
果
た
す
べ
き
施
設
の
立
地

が
拡
散
し
て
い
ま
す
。

○
モ
ー
タ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン（
車
社
会
）の

進
展
や
流
通
構
造
の
変
化
な
ど
に
よ

る
大
規
模
商
業
施
設
の
郊
外
立
地

モ
ー
タ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
進
展
、
流
通

構
造
の
変
化
等
に
伴
い
、
大
規
模
な
商

業
施
設
が
郊
外
に
立
地
す
る
傾
向
が

顕
著
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
近
年
の

商
業
施
設
の
立
地
は
、
都
市
計
画
の
ゾ

ー
ニ
ン
グ（
用
途
地
域
別
の
土
地
利
用

規
制
）別
に
見
る
と
、
商
業
系
用
途
地

域
以
外
の
立
地
が
多
く
を
占
め
、
う
ち

三
大
都
市
圏
（
東
京
圏
、
名
古
屋
圏
、

関
西
圏
）以
外
で
は
商
業
系
用
途
地
域

内
の
立
地
が
四
割
弱（
平
成
十
三
〜
十

六
年
、
延
べ
床
面
積
一
万
平
方
メ
ー
ト

ル
以
上
）に
す
ぎ
な
い
な
ど
、
都
市
計

画
が
想
定
し
て
い
な
い
立
地
の
ほ
う
が

む
し
ろ
主
流
と
な
っ
て
い
ま
す
。

○
居
住
人
口
の
減
少
な
ど
中
心
市
街

地
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ（
地
域
社
会
）と

し
て
の
魅
力
の
低
下
、
中
心
市
街
地

の
商
業
地
区
が
顧
客
・
住
民
ニ
ー
ズ

に
十
分
対
応
で
き
て
い
な
い
こ
と

地
方
圏
の
都
市
の
中
心
部
の
人
口
は

ま
で
様
々
な
対
策
が
実
施
さ
れ
て
き
ま

し
た
が
、
地
方
都
市
を
中
心
と
し
て
、

中
心
市
街
地
の
衰
退
に
は
歯
止
め
が

か
か
っ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
す
。

中
心
市
街
地
の
活
性
化
は
喫
緊
の
課

題
で
す
。
前
述
し
た
よ
う
な
中
心
市
街
地

の
現
状
を
踏
ま
え
、
経
済
産
業
省
と
国

土
交
通
省
で
は「
ま
ち
づ
く
り
三
法
」関

連
施
策
の
評
価
・
検
討
を
行
い
ま
し
た
。

経
済
産
業
省
で
は
、
平
成
十
六
年
九

月
か
ら
、
産
業
構
造
審
議
会（
流
通
部

会
）と
中
小
企
業
政
策
審
議
会（
商
業

部
会
）の
合
同
会
議
に
お
い
て
検
討
が

開
始
さ
れ
、
平
成
十
七
年
十
二
月
に
中

間
報
告
「
コ
ン
パ
ク
ト
で
に
ぎ
わ
い
あ
ふ

れ
る
ま
ち
づ
く
り
を
め
ざ
し
て
」
が
と

り
ま
と
め
ら
れ
ま
し
た
。
中
間
報
告

で
は
、
こ
れ
ま
で
の
取
組
に
つ
い
て
、
次

の
よ
う
に
指
摘
し
ま
し
た
。

・
中
心
市
街
地
活
性
化
に
当
た
っ
て
、

都
市
機
能
集
約
の
視
点
が
欠
如
し
て

い
る
。

・
中
心
市
街
地
活
性
化
基
本
計
画
に

つ
い
て
、
必
ず
し
も
地
域
の
関
係
者

の
ニ
ー
ズ
を
踏
ま
え
た
も
の
と
な
っ

て
い
な
い
な
ど
の
問
題
が
あ
る
。

・
タ
ウ
ン
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト（
中
心
市
街
地

の
運
営
・
管
理
）
活
動
が
商
業
の
活

性
化
に
偏
っ
て
い
る
。

・
郊
外
開
発
が
認
め
ら
れ
や
す
く
、
広

域
的
観
点
が
反
映
さ
れ
に
く
い
都
市

計
画
体
系
に
な
っ
て
い
る
。

「
ま
ち
づ
く
り
三
法
」の

見
直
し
に
向
け
て

減
少
し
て
お
り
、
こ
れ
に
伴
い
、
人
々
が

集
い
、
語
り
、
共
に
助
け
楽
し
む
と
い
う

中
心
市
街
地
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
し
て
の
魅

力
が
低
下
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
消
費
者

は
、
価
格
、
品
ぞ
ろ
え
、
品
質
、
近
さ
、

一
度
の
買
い
物
で
用
が
済
む
こ
と（
ワ
ン

ス
ト
ッ
プ
）等
を
重
視
し
、
こ
れ
ら
の
満

足
度
が
総
合
的
に
高
い
店
舗
で
買
い
物

を
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
地

方
都
市
の
中
心
部
の
商
店
街
の
小
売
販

売
額
が
減
少
し
続
け
て
い
る
の
は
、
こ
う

し
た
顧
客
・
住
民
ニ
ー
ズ
に
十
分
対
応
で

き
て
い
な
い
た
め
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

中
心
市
街
地
活
性
化
の
た
め
の
施
策

は
、
こ
れ
ま
で
平
成
十
年
に
制
定
さ
れ

た「
ま
ち
づ
く
り
三
法
」に
基
づ
い
て
進

め
ら
れ
て
き
ま
し
た
。「
ま
ち
づ
く
り

三
法
」
と
は
、
次
の
三
つ
の
法
律
で
す
。

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法（
大
店
立

地
法
）／
大
型
店
の
立
地
に
際
し
て
、

周
辺
の
生
活
環
境
を
保
持
す
る
観
点

か
ら
求
め
ら
れ
る
配
慮
（
交
通
渋

滞
・
安
全
確
保
へ
の
対
策
、騒
音
対
策
、

廃
棄
物
の
保
管
・
処
理
対
策
な
ど
）。

○
都
市
計
画
法
／
ゾ
ー
ニ
ン
グ
の
実
施

を
通
じ
、
地
域
ご
と
に
大
型
店
の
適

正
な
立
地
を
図
る
。

○
中
心
市
街
地
活
性
化
法
／
中
心
市

街
地
の
活
性
化
の
た
め
「
市
街
地
の

整
備
改
善
」
と「
商
業
等
の
活
性
化
」

を
一
体
的
に
推
進
。

こ
れ
ら
の
法
律
に
基
づ
い
て
、
こ
れ

「
ま
ち
づ
く
り
三
法
」に

よ
る
取
組
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●
中
心
市
街
地

「
中
心
市
街
地
の
活
性
化
に
関
す
る
法

律
」第
二
条
で
は
、
中
心
市
街
地
の
要
件
を

次
の
よ
う
に
定
め
て
い
る
。
①
当
該
市
街

地
に
、
相
当
数
の
小
売
商
業
者
が
集
積
し
、

及
び
都
市
機
能
が
相
当
程
度
集
積
し
て
お

り
、
そ
の
存
在
し
て
い
る
市
町
村
の
中
心

と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
市
街
地

で
あ
る
こ
と
、
②
当
該
市
街
地
の
土
地
利

用
及
び
商
業
活
動
の
状
況
等
か
ら
み
て
、

機
能
的
な
都
市
活
動
の
確
保
又
は
経
済
活

力
の
維
持
に
支
障
を
生
じ
、
又
は
生
ず
る

お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
市
街
地
で

あ
る
こ
と
、
③
当
該
市
街
地
に
お
け
る
都

市
機
能
の
増
進
及
び
経
済
活
力
の
向
上
を

総
合
的
か
つ
一
体
的
に
推
進
す
る
こ
と
が
、

当
該
市
街
地
の
存
在
す
る
市
町
村
及
び
そ

の
周
辺
の
地
域
の
発
展
に
と
っ
て
有
効
か

つ
適
切
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

●
中
心
市
街
地
活
性
化
本
部

中
心
市
街
地
に
お
け
る
都
市
機
能
の
増

進
及
び
経
済
活
力
の
向
上
を
総
合
的
か
つ

一
体
的
に
推
進
し
、
地
域
の
振
興
及
び
秩

序
あ
る
整
備
を
図
り
、
国
民
生
活
の
向
上

及
び
国
民
経
済
の
健
全
な
発
展
に
寄
与
す

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
、
平
成
十
八

年
八
月
二
十
二
日
、内
閣
に
設
置
さ
れ
た
。

内
閣
総
理
大
臣
を
本
部
長
と
し
、
す
べ
て

の
閣
僚
で
構
成
さ
れ
る
。

●
中
心
市
街
地
活
性
化
協
議
会

中
心
市
街
地
整
備
推
進
機
構
等
の
市
街

地
系
事
業
者
、
商
工
会
議
所
等
の
商
業
者
、

基
本
計
画
に
記
載
さ
れ
た
事
業
を
行
う

者
、
地
権
者
等
密
接
な
関
係
を
有
す
る
者

な
ど
多
様
な
民
間
主
体
に
よ
っ
て
組
織
さ

れ
る
協
議
会
。
ま
ち
づ
く
り
に
取
り
組
む

民
間
事
業
の
司
令
塔
と
し
て
の
機
能
発
揮

が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
今
回
の
改
正
に
よ

り
法
律
上
位
置
づ
け
ら
れ
た
。
な
お
、
協
議

会
を
設
置
す
る
か
ど
う
か
は
任
意
で
あ
る
。 本文で＊をつけた言葉

・
コ
ン
パ
ク
ト
で
に
ぎ
わ
い
あ
ふ
れ
る
ま

ち
づ
く
り
を
目
指
し
、
都
市
機
能
の

市
街
地
集
約
と
中
心
市
街
地
に
お

け
る
に
ぎ
わ
い
回
復
（「
選
択
と
集

中
」
に
よ
る
重
点
的
な
支
援
、
総
合

的
な
タ
ウ
ン
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
体
制
の

構
築
）
を
一
体
的
に
推
進
す
べ
き
。

一
方
、
国
土
交
通
省
で
は
、
平
成
十

七
年
六
月
か
ら
、
社
会
資
本
整
備
審

議
会
に
お
い
て
検
討
が
開
始
さ
れ
、
平

成
十
八
年
二
月
に
「
新
し
い
時
代
の
都

市
計
画
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
。（
第
一

次
答
申
）」
と
「
人
口
減
少
等
社
会
に
お

け
る
市
街
地
の
再
編
に
対
応
し
た
建

築
物
整
備
の
あ
り
方
に
つ
い
て
」
が
国

土
交
通
大
臣
に
答
申
さ
れ
ま
し
た
。

答
申
で
は
、
主
に
次
の
こ
と
が
指
摘
さ

れ
ま
し
た
。

・
都
市
機
能
の
拡
散（
公
共
公
益
施
設

の
郊
外
移
転
、
大
規
模
商
業
施
設
の

郊
外
立
地
）に
伴
っ
て
、
特
に
地
方
都

市
に
お
い
て
は
中
心
市
街
地
の
衰
退

が
深
刻
化
し
て
い
る（
居
住
人
口
の
減

少
、
商
業
機
能
の
衰
退
、
業
務
・
文

化
交
流
機
能
に
お
け
る
中
心
性
の
低

下
、
空
き
店
舗
・
空
き
地
の
増
加
）。

・
こ
う
し
た
広
域
的
都
市
機
能
の
ス
プ

ロ
ー
ル（
郊
外
に
向
か
っ
て
無
秩
序
に

開
発
が
進
む
こ
と
）は
、
超
高
齢
社

会
に
お
け
る
都
市
機
能
へ
の
ア
ク
セ

シ
ビ
リ
テ
ィ（
接
続
し
や
す
さ
）の
低

下
、
都
市
経
営
コ
ス
ト
の
増
大
、
環
境

負
荷
の
増
大
と
い
っ
た
問
題
を
も
引

き
起
こ
す
懸
念
が
あ
る
。

・
都
市
圏
内
で
生
活
す
る
多
く
の
人
に

と
っ
て
暮
ら
し
や
す
い
都
市
構
造
を

実
現
す
る
た
め
の「
都
市
構
造
改
革
」

が
必
要
。

・
都
市
圏
内
の
一
定
の
地
域
を
都
市
機

能
の
集
積
を
促
進
す
る
拠
点（
集
約

拠
点
）
と
し
て
位
置
づ
け
、
集
約
拠

点
と
都
市
圏
内
の
そ
の
他
の
地
域
を

公
共
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
有
機
的

に
連
携
さ
せ
る「
集
約
型
都
市
構
造
」

を
実
現
さ
せ
る
べ
き
。

こ
れ
ら
の
意
見
を
踏
ま
え
て
、
都
市

計
画
法
と
中
心
市
街
地
活
性
化
法
の

改
正
が
そ
れ
ぞ
れ
行
わ
れ
ま
し
た
。

都市人口規模別の中心部の人口の推移（平均） 都市人口規模別の中心部の販売額の推移（平均）

※三大都市圏（東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県）以外の地域における人口20万人以上の都市（政令指定都市を除く）を 
　対象として国勢調査を集計。過年度の販売額データについては、平成14年度の消費者物価指数を100として補正。 

50万人以上 

30万～50万人 

20万～30万人 

（市全体に対する割合） 

50万人以上 
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に
よ
る
土
地
利
用
規
制
は
、
本
来
、

地
域
ご
と
の
将
来
像
に
即
し
た
土
地

利
用
の
実
現
を
担
保
す
る
こ
と
が
目

的
で
す
が
、
ゾ
ー
ニ
ン
グ
の
基
本
を

都
市
計
画
法
を
改
正

都
市
機
能
の
適
正
立
地
を
進
め
る

都
市
計
画
法
に
よ
る
ゾ
ー
ニ
ン
グ

都
市
の
無
秩
序
な
拡
散
が

進
行
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中
心
市
街
地
活
性
化
法
の
改
正
に

つ
い
て
は
、「
中
心
市
街
地
に
お
け
る
市

街
地
の
整
備
改
善
及
び
商
業
等
の
活

性
化
の
一
体
的
推
進
に
関
す
る
法
律

の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
案
」
が

第
百
六
十
四
回
通
常
国
会
に
提
出
さ

れ
、
平
成
十
八
年
五
月
三
十
一
日
に
可

決
・
成
立
、
六
月
七
日
に
公
布
さ
れ
ま

し
た
。
同
法
は
八
月
二
十
二
日
か
ら

施
行
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
改
正
に
よ
っ
て
、「
中
心
市
街
地

に
お
け
る
市
街
地
の
整
備
改
善
及
び
商

な
す
用
途
地
域
で
は
、
一
般
に
許
容

さ
れ
る
建
築
物
の
用
途
の
幅
が
広
い

も
の
と
な
っ
て
い
る
と
と
も
に
、
用
途

地
域
の
定
め
の
な
い
白
地
地
域
や
都

市
計
画
区
域
外
に
お
い
て
は
、
原
則
と

し
て
用
途
制
限
が
な
さ
れ
ま
せ
ん
。

こ
の
た
め
、
例
え
ば
大
規
模
商
業
施
設

に
つ
い
て
見
る
と
、
実
際
に
は
市
街
地

内
外
の
広
範
囲
の
エ
リ
ア
に
お
い
て
無

条
件
で
立
地
が
可
能
な
仕
組
み
と
な

っ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
た
め
、
都
市
の

無
秩
序
な
拡
散
に
歯
止
め
を
か
け
る

こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

人
口
減
少
・
少
子
高
齢
社
会
を
迎

え
て
い
る
中
で
、
都
市
機
能
の
無
秩
序

な
拡
散
を
防
ぎ
、
都
市
の
既
存
ス
ト
ッ

ク
を
有
効
に
活
用
し
な
が
ら
、
地
域

が
適
切
に
判
断
し
、
病
院
や
文
化
施

設
な
ど
の
都
市
機
能
の
適
正
立
地
を

確
保
し
、
多
様
な
都
市
機
能
が
コ
ン
パ

ク
ト
に
集
積
し
た
、
歩
い
て
暮
ら
せ
る

ま
ち
づ
く
り
を
実
現
し
て
い
く
こ
と
が

求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
第
百
六
十
四
回
通
常
国
会

に「
都
市
の
秩
序
あ
る
整
備
を
図
る
た
め

の
都
市
計
画
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案
」が
提
出
さ
れ
、
平
成
十
八
年
五

月
二
十
四
日
に
可
決
・
成
立
し
、
五
月

三
十
一
日
に
公
布
さ
れ
ま
し
た（
全
面

的
な
施
行
は
平
成
十
九
年
秋
の
予
定
）。

今
回
の
改
正
に
よ
り
、
大
規
模
集

客
施
設
（
床
面
積
一
万
平
方
メ
ー
ト

コ
ン
パ
ク
ト
な

ま
ち
づ
く
り
を
目
指
す

ル
超
の
店
舗
、
映
画
館
、
ア
ミ
ュ
ー
ズ

メ
ン
ト
施
設
、
展
示
場
等
）に
つ
い
て
、

郊
外
で
の
無
秩
序
な
立
地
に
歯
止
め

を
か
け
る
観
点
か
ら
、
都
市
計
画
区

域
内
外
に
つ
い
て
、
ゾ
ー
ニ
ン
グ
が
強

化
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
、
大
規

模
集
客
施
設
の
立
地
は
、「
原
則
抑
制
、

例
外
自
由
」
に
転
換
さ
れ
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。

○
非
線
引
き
白
地
地
域
／
非
線
引
き

都
市
計
画
区
域
の
用
途
地
域
以
外

の
地
域
（
白
地
地
域
）に
つ
い
て
は
、

大
規
模
集
客
施
設
は
原
則
と
し
て

立
地
で
き
な
い
こ
と
と
な
り
ま
す
。

○
市
街
化
調
整
区
域
／
大
規
模
開
発

に
つ
い
て
の
例
外
規
定
を
廃
止
し
、

開
発
を
行
う
場
合
に
は
地
区
計
画

の
策
定
が
必
要
に
な
る
と
と
も

に
、
従
来
許
可
を
不
要
と
し
て
き

た
病
院
・
社
会
福
祉
施
設
、
学
校

等
に
つ
い
て
も
、
許
可
の
対
象
と
な

り
ま
す
。

○
市
街
化
区
域
、
用
途
地
域
／
大
規

模
集
客
施
設
に
つ
い
て
は
、
原
則
と

し
て
、
商
業
地
域
、
近
隣
商
業
地
域

及
び
準
工
業
地
域
に
お
い
て
の
み

立
地
可
能
と
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、

改
正
中
心
市
街
地
活
性
化
法
に
基

づ
く
基
本
計
画
の
認
定
を
受
け
る

場
合
に
は
、
三
大
都
市
圏
・
政
令
指

定
都
市
以
外
の
地
方
都
市
で
は
、

準
工
業
地
域
に
つ
い
て
も
、
特
別
用

途
地
区
制
度
の
活
用
等
に
よ
り
大

規
模
集
客
施
設
の
立
地
を
抑
制
し

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

「
改
正
中
心
市
街
地
活
性
化
法
」

が
施
行

国
に
よ
る「
選
択
と
集
中
」の
仕
組
み
の
導
入

政 策
フラッシュ

○
都
市
計
画
区
域
外
／
準
都
市
計
画

区
域
を
、
農
地
も
含
め
土
地
利
用
の

整
序
が
必
要
な
区
域
等
に
広
く
指
定

で
き
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
広

域
的
観
点
か
ら
指
定
で
き
る
よ
う
、指

定
権
者
が
都
道
府
県
と
な
り
ま
す
。

改正中心市街地活性化法の概要 

目的・ 
基本理念 
目的・ 
基本理念 

【目　的】 

【基本理念】 

少子高齢化、消費生活等の状況変化に対
応して、中心市街地における都市機能の増
進及び経済の活力の向上を総合的かつ一
体的に推進 

快適で魅力ある生活環境の形成、都市機能
の集積、創造的な事業活動の促進を基本とし、
地域の関係者が主体的に取り組み、それに
対し国が集中的に支援を行う 

支援の枠組み 支援の枠組み 

中心市街地活性化本部 
（本部長：内閣総理大臣、構成員：すべての閣僚） 

基 本 方 針 ※閣議決定 

基 本 計 画 ※内閣総理大臣が認定 

中心市街地活性化協議会 

認定特定民間中心市街地活性化事業計画 

基本方針の案の作成 

事業実施者は協議会での議論を経て、 
主務大臣に認定申請 

基本方針に基づいて市町村が作成 

事業の実施者等で組織 基本計画への意見 

市町村 
経由 

※主務大臣が認定 



業
等
の
活
性
化
の
一
体
的
推
進
に
関
す

る
法
律
」は
、「
中
心
市
街
地
の
活
性
化

に
関
す
る
法
律
」に
題
名
が
改
め
ら
れ
る

と
と
も
に
、
基
本
理
念
規
定
が
創
設
さ

れ
る
な
ど
、
中
心
市
街
地
活
性
化
の
基

本
法
的
な
位
置
づ
け
と
な
り
ま
し
た
。

以
下
、「
中
心
市
街
地
の
活
性
化
に

関
す
る
法
律
」（
以
下
「
改
正
中
心
市
街

地
活
性
化
法
」
と
い
う
）の
概
要
を
紹
介

し
ま
す
。

法
律
の
第
三
条
に
は
基
本
理
念
が
盛

り
込
ま
れ
、
目
指
す
べ
き
中
心
市
街
地

の
方
向
性
、
地
域
の
関
係
者
の
取
組
や

国
の
支
援
の
在
り
方
に
つ
い
て
基
本
と

な
る
理
念
を
明
ら
か
に
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
こ
の
基
本
理
念
を
踏
ま
え
て
、

国
、
地
方
公
共
団
体
、
事
業
者
の
責
務

規
定
が
そ
れ
ぞ
れ
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

バ
ラ
マ
キ
支
援
を
是
正
し
、
各
府
省

が
連
携
し
て
集
中
的
か
つ
効
果
的
に
支

援
を
行
う
た
め
、
改
正
中
心
市
街
地
活

性
化
法
で
は
、
新
た
に「
選
択
と
集
中
」

の
仕
組
み
を
導
入
し
ま
し
た
。

①
中
心
市
街
地
活
性
化
本
部
の
設
置

政
府
と
し
て
中
心
市
街
地
の
活
性

化
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
・
効
果
的

に
推
進
す
る
た
め
、
内
閣
に
中
心
市
街

地
活
性
化
本
部
＊
が
設
置
さ
れ
ま
し

た
。
本
部
長
は
内
閣
総
理
大
臣
で
、
全

国
に
よ
る「
選
択
と
集
中
」

の
強
化

基
本
理
念
・
責
務
規
定
の

創
設

閣
僚
で
構
成
さ
れ
ま
す
。
本
部
は
、
基

本
方
針
案
の
作
成
、
基
本
方
針
に
基
づ

く
施
策
の
実
施
の
推
進
に
関
す
る
こ
と

な
ど
を
行
い
ま
す
。

②
内
閣
総
理
大
臣
に
よ
る
基
本
計
画

の
認
定
制
度
の
創
設

市
町
村
が
作
成
し
た
中
心
市
街
地

活
性
化
基
本
計
画
に
つ
い
て
、
内
閣
総

理
大
臣
に
よ
る
認
定
制
度
を
創
設
し
、

多
様
な
都
市
機
能
の
増
進
と
商
業
等

の
活
性
化
に
意
欲
的
に
取
り
組
む
市

町
村
を「
選
択
と
集
中
」に
よ
っ
て
重
点

的
に
支
援
し
ま
す
。

〔
基
本
計
画
の
作
成
〕

基
本
計
画
は
、
市
町
村
が
作
成
し
ま

す
。
作
成
に
当
た
っ
て
は
、
中
心
市
街

地
活
性
化
協
議
会
＊（
同
協
議
会
が
組

織
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
商
業
の

活
性
化
に
係
る
部
分
に
つ
い
て
は
商
工

会
又
は
商
工
会
議
所
）の
意
見
を
聴
取

す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

基
本
計
画
に
盛
り
込
ま
れ
る
べ
き
主

な
記
載
事
項
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

・
中
心
市
街
地
の
活
性
化
に
関
す
る
基

本
的
な
方
針
・
目
標
・
計
画
期
間

・
中
心
市
街
地
の
位
置
及
び
区
域

・
市
街
地
の
整
備
改
善
の
た
め
の
事
業

に
関
す
る
事
項（
土
地
区
画
整
理
事

業
、
市
街
地
再
開
発
事
業
等
）

・
都
市
福
利
施
設
整
備
事
業
に
関
す

る
事
項

・
住
宅
供
給
及
び
居
住
環
境
向
上
の
た

め
の
事
業
に
関
す
る
事
項

・
商
業
活
性
化
の
た
め
の
事
業
及
び
措

置
に
関
す
る
事
項（
中
小
小
売
商
業
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高
度
化
事
業
等
）

・
公
共
交
通
機
関
の
利
用
者
の
利
便

増
進
事
業
等
に
関
す
る
事
項

・
各
事
業
・
措
置
の
総
合
的
か
つ
一
体

的
推
進
に
関
す
る
事
項

・
都
市
機
能
の
集
積
の
促
進
を
図
る
た

め
の
措
置
に
関
す
る
事
項

〔
基
本
計
画
の
認
定
〕

基
本
計
画
の
認
定
は
、
内
閣
総
理
大

臣
が
行
い
ま
す
。
基
本
計
画
に
記
載
さ

れ
た
政
府
の
支
援
措
置
の
う
ち
、
認
定

に
よ
る
効
果
が
生
ず
る
支
援
措
置
及

び
認
定
と
連
携
し
た
支
援
措
置
に
つ
い

て
は
、
関
係
行
政
機
関
の
長
の
同
意
が

必
要
で
す
。
法
律
に
定
め
る
認
定
基
準

は
、
次
の
と
お
り
で
す
（
そ
の
具
体
的

な
内
容
等
に
つ
い
て
は
、
基
本
方
針
等

に
お
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
ま
す
）。

・
基
本
方
針
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る

こ
と
。

・
当
該
基
本
計
画
の
実
施
が
当
該
市
町

村
に
お
け
る
中
心
市
街
地
の
活
性
化

の
実
現
に
相
当
程
度
寄
与
す
る
も
の

で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

・
当
該
基
本
計
画
が
円
滑
か
つ
確
実
に

実
施
さ
れ
る
と
見
込
ま
れ
る
も
の
で

あ
る
こ
と
。

旧
中
心
市
街
地
活
性
化
法
に
基
づ

く
タ
ウ
ン
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
活
動
は
主
と

し
て
商
業
者
に
よ
り
担
わ
れ
て
お
り
、

ま
ち
づ
く
り
全
体
の
事
業
に
発
展
し
な

い
な
ど
の
課
題
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の

多
様
な
関
係
者
の
参
画
を

得
た
取
組
の
推
進

中心市街地活性化協議会の仕組み 

設置者（必須構成員） 任意構成員 

都市機能の増進 経済活力の向上 

・中心市街地整備推進機構 
又は 

・良好な市街地を形成する
ためのまちづくりの推進
を図る事業活動を行うこ
とを目的として設立され
た会社（まちづくり会社） 

・当該中心市街地において
市町村が作成する基本計
画に記載された事業を実
施しようとする事業者 
 
・認定基本計画及びその実
施に関し密接な関係を有
する者 
 
・当該中心市街地をその区
域に含む市町村 
 
（デベロッパー、商業関係者、
地権者、市町村等） 
 

・商工会又は商工会議所 
又は 

・商業等の活性化を図る事
業活動を行うことを目的
として設立された公益法
人又は特定会社 

中立的な立場で協議会に参加 

・協議により規約を定め、共同で協議会を組織 
・協議会を組織した旨を公表 

参加要請 

参加の申出 

（事業者のみ） 
協議会を組織 
するよう要請 



改
正
中
心
市
街
地
活
性
化
法
に
基

づ
い
て
、
平
成
十
八
年
九
月
八
日
に

「
中
心
市
街
地
の
活
性
化
を
図
る
た
め

の
基
本
的
な
方
針
」（
以
下「
基
本
方
針
」

と
い
う
）が
閣
議
決
定
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
政
府
の
中
心
市
街
地
活
性
化

2006.NOVEMBER7 ［時の動き］

た
め
、
改
正
中
心
市
街
地
活
性
化
法
で

は
、
商
業
者
に
加
え
、
中
心
市
街
地
整

備
推
進
機
構
等
の
市
街
地
系
事
業
者

や
基
本
計
画
に
記
載
さ
れ
た
事
業
を

行
う
者
、
地
権
者
等
密
接
な
関
係
を
有

す
る
者
な
ど
多
様
な
民
間
主
体
に
よ

り
組
織
さ
れ
る「
中
心
市
街
地
活
性
化

協
議
会
」
を
法
制
化
し
、
ま
ち
づ
く
り

に
取
り
組
む
民
間
事
業
の
司
令
塔
と

し
て
の
機
能
を
発
揮
す
る
よ
う
期
待
し

て
い
ま
す
。

協
議
会
は
、
こ
の
ほ
か
に
も
、
市
町
村

が
基
本
計
画
を
作
成
す
る
際
に
意
見

を
述
べ
、
ま
た
、
民
間
主
体
の
事
業
計

画
の
認
定
申
請
を
行
う
際
に
は
、
協
議

会
で
の
協
議
を
経
る
こ
と
に
す
る
な
ど
、

ま
ち
づ
く
り
に
関
す
る
ト
ー
タ
ル
コ
ー
デ

ィ
ネ
ー
ト（
総
合
的
な
調
整
）の
役
割
を

担
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

今
後
、
認
定
基
本
計
画
に
基
づ
い
て
行

わ
れ
る
事
業
に
対
し
て
、
様
々
な
支
援

措
置
が
講
じ
ら
れ
ま
す
。
以
下
、
予
算
措

置
に
よ
る
も
の
も
含
め
、
今
回
拡
充
さ
れ

た
主
な
支
援
措
置
を
紹
介
し
ま
す
。

①
都
市
機
能
の
集
積
促
進

○
暮
ら
し
・
に
ぎ
わ
い
再
生
事
業
の
創

設
／
認
定
中
心
市
街
地
に
つ
い
て
、

都
市
機
能（
病
院
・
文
化
施
設
等
）の

街
な
か
立
地
支
援
及
び
空
き
ビ
ル

再
生
並
び
に
こ
れ
ら
に
関
連
す
る
に

ぎ
わ
い
空
間
整
備
や
計
画
作
成
・
コ

ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
を
総
合
的
に
支
援

支
援
措
置
の
新
設
・
拡
充

③
商
業
等
の
活
性
化

○
中
心
市
街
地
に
お
け
る
空
き
店
舗

へ
の
大
型
小
売
店
出
店
時
の
規
制
緩

和
／
中
心
市
街
地
に
お
け
る
大
規

模
小
売
店
舗
の
立
地
を
促
進
し
中

心
市
街
地
の
商
業
等
の
活
性
化
を

図
る
た
め
、
認
定
中
心
市
街
地
に
お

い
て
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
の
新

設
又
は
変
更
の
際
の
届
出
自
体
を

不
要
と
す
る
な
ど
に
よ
り
、
大
規
模

小
売
店
舗
立
地
法
の
手
続
を
実
質

的
に
適
用
除
外
と
す
る
も
の

○
戦
略
的
中
心
市
街
地
商
業
等
活
性

化
支
援
事
業
の
拡
充
／
認
定
中
心

市
街
地
に
お
い
て
、
民
間
事
業
者
が

行
う
商
業
基
盤
施
設
・
商
業
等
の

活
性
化
に
資
す
る
施
設
整
備
事
業
、

活
性
化
に
つ
な
が
る
ソ
フ
ト
事
業
に

つ
い
て
、
そ
の
補
助
対
象
事
業
の
二

分
の
一
を
補
助

○
商
業
活
性
化
空
き
店
舗
活
用
事
業

に
対
す
る
税
制
等
の
拡
充

④
そ
の
他

○
公
共
空
地
等
の
管
理
制
度
、
共
通
乗

車
船
券
の
特
例
の
創
設
　
等

○
ま
ち
づ
く
り
交
付
金
の
拡
充
／
認
定

中
心
市
街
地
が
一
定
の
要
件
を
満
た

す
場
合
、
交
付
限
度
額
に
お
け
る
市

町
村
の
提
案
事
業
枠
を
一
割
か
ら
二

割
に
拡
大
し
、
市
町
村
の
創
意
工
夫

を
よ
り
一
層
活い

か
し
た
取
組
を
推
進

○
中
心
市
街
地
内
へ
の
事
業
用
資
産
の

買
換
え
特
例
の
創
設
（
所
得
税
・
法

人
税
の
課
税
繰
延
べ
）

○
非
営
利
法
人
を
指
定
対
象
に
加
え

る
な
ど
中
心
市
街
地
整
備
推
進
機

構
の
拡
充

②
街
な
か
居
住
の
推
進

○
中
心
市
街
地
共
同
住
宅
供
給
事
業

の
創
設
／
認
定
中
心
市
街
地
に
お

け
る
優
良
な
共
同
住
宅
の
供
給
に

対
し
、
そ
の
費
用
の
一
部
を
補
助
す

る
こ
と
に
よ
り
支
援
。
ま
た
、
税
制

上
の
特
例
措
置
も
設
け
ら
れ
て
い

ま
す
。

○
街
な
か
居
住
再
生
フ
ァ
ン
ド
の
拡

充
／
認
定
中
心
市
街
地
に
お
い
て
、

小
規
模
な
遊
休
地
等
を
核
と
し
て
行

わ
れ
る
民
間
の
多
様
な
住
宅
等
の
整

備
主
体
に
対
し
て
出
資
に
よ
り
支
援

中
心
市
街
地
の
活
性
化
を
図
る

た
め
の
基
本
的
な
方
針

基
本
計
画
の
策
定
に
当
た
っ
て
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
示
す

中心市街地の活性化を図るための基本的な方針の概要 

Ⅰ 中心市街地の活性化の意義及び目標 
　・人口減少、少子高齢社会を迎えている中で、高齢者にも暮らしやすい
コンパクトなまちづくり　・環境負荷の小さなまちづくりにもつながる　 

Ⅱ 中心市街地の活性化のために政府が実施すべき施
策に関する基本的な方針 

　●政府における推進体制の整備　　　　　　　　　　　　
中心市街地活性化本部において、施策の企画・立案、総合調整、進捗状況の
把握。関連施策・各府省の緊密な連携、地方支分部局での適切な助言　など 

　●認定を受けた基本計画の取組に対する重点的な支援、認
定と連携した支援措置の創設・充実 

　●基本計画の認定基準　　　　　　　　　　　　　　　　
基本方針に適合するものであること　など　　　　　　　　　　　　        
・定量的な数値目標を設定（人口、歩行者通行量、事業所数、年間小売販  
売額など）　・計画期間は、おおむね5年以内を目安とする　　　　　　

●基本計画の実施状況についての評価の実施等　　　　　 
・進捗状況の把握　・認定計画に係る予算、配分額、実績額等の把握、政
府全体の施策の実施状況の評価 

Ⅲ 中心市街地の位置及び区域　　　　　　　　　　
●中心市街地の要件、数など　　　　　　　　　　　　　 
原則的には1市町村に1区域。地域の実情により、複数存在する場合も考
えられる　 

Ⅳ～Ⅷ  各種事業等の推進 
　市街地整備、教育・医療・福祉等都市福利施設の整備、街なか居住の推進、
商業の活性化　など 

Ⅸ ⅣからⅧまでの事業等の総合的かつ一体的推進　
●推進体制の整備　　　　　　　　　　　　　　　　　　
市町村の行政担当部局の連携。中心市街地活性化協議会の設置（事業
の実施者に加え、地権者、地域住民、行政等多様な者の参画）　　　　

●基本計画に基づく事業・措置の一体的推進、住民等様々な
主体の巻き込み 

Ⅹ 中心市街地における都市機能の集積の促進を図る
ための措置　　　　　　　　　　　　　　　　　
●都市機能の集積の促進の考え方　　　　　　　　　　　
都市機能の無秩序な拡散を防止。認定に際しては、集積のための取組や
周辺の開発状況等を踏まえ判断　　　　　　　　　　　　　　　 

　●都市計画手法の活用　　　　　　　　　　　　　　　　
集積促進のため、地区計画等を活用。地方都市では、準工業地域で大規
模集客施設に係る特別用途地区等が決定される場合に認定 

ⅩⅠ その他中心市街地の活性化に関する重要な事項  
・実践的、試行的な活動等により、厳選された事業による計画を策定　 
・都道府県で、必要な体制整備。市町村との意見交換。市町村への支援、
助言を実施 
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中心市街地活性化本部のホームページ

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/
chukatu/関連サイト紹介

「中心市街地の活性化を図るための基本的な方針」「中心市
街地活性化基本計画認定申請マニュアル」を見ることがで
きる。また、「関係法令等」をクリックすると、「中心市街地
の活性化に関する法律」の全文が掲載されている。

施
策
の
指
針
で
あ
る
と
同
時
に
、
市
町

村
が
基
本
計
画
を
策
定
す
る
に
当
た
っ

て
の
指
針
と
も
な
る
も
の
で
す
。

以
下
、
基
本
方
針
に
盛
り
込
ま
れ

た
基
本
計
画
の
認
定
基
準
な
ど
を
中

心
に
紹
介
し
ま
す（
基
本
方
針
の
全
文

に
つ
い
て
は
、
中
心
市
街
地
活
性
化
本

部
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
）。

基
本
方
針
に
お
い
て
は
、
改
正
中

心
市
街
地
活
性
化
法
に
規
定
す
る
基

本
計
画
の
認
定
基
準
が
、
よ
り
具
体

的
に
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

①
基
本
方
針
に
適
合
す
る
も
の
で
あ

る
こ
と（
第
一
号
基
準
）

基
本
計
画
の
認
定
を
受
け
よ
う
と

す
る
市
町
村
は
、「
多
様
な
都
市
機
能

が
コ
ン
パ
ク
ト
に
集
積
し
た
歩
い
て
暮
ら

せ
る
生
活
空
間
の
実
現
」
と
「
活
力
あ

る
地
域
経
済
社
会
の
確
立
」
と
い
う
中

心
市
街
地
活
性
化
の
目
標
に
従
い
、
地

域
の
実
情
に
応
じ
て
重
点
化
等
を
行
っ

た
上
で
、
両
方
の
観
点
を
追
求
す
る
目

標
を
設
定
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
基
本
計
画
に
は
、
そ
の
掲

げ
た
目
標
を
達
成
す
る
ま
で
の
取
組

期
間
を
計
画
期
間
と
し
て
定
め
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
計
画
期
間
は
、

基
本
計
画
に
記
載
さ
れ
た
具
体
的
な

取
組
の
効
果
が
発
現
す
る
時
期
な
ど

を
考
慮
し
、
お
お
む
ね
五
年
以
内
を

目
安
に
適
切
に
設
定
し
ま
す
。

さ
ら
に
、
設
定
さ
れ
た
目
標
の
達

基
本
計
画
の
認
定
基
準

成
状
況
を
的
確
に
把
握
す
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
、
基
本
計
画
に
は
、

居
住
人
口
、
歩
行
者
通
行
量
、
事
業

所
数
、
従
業
者
数
、
年
間
小
売
販
売

額
、
空
き
店
舗
数
等
に
つ
い
て
の
絶
対

値
、
変
化
率
等
の
定
量
的
な
指
標
に

基
づ
く
数
値
目
標
を
設
定
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。

そ
の
ほ
か
、
基
本
方
針
に
お
い
て
は
、

中
心
市
街
地
の
位
置
・
区
域
、
事
業
・

措
置
の
総
合
的
か
つ
一
体
的
推
進
、
都

市
機
能
の
集
積
等
に
関
し
て
も
、
基
本

計
画
が
則
の
っ
と

る
べ
き
事
項
が
記
載
さ
れ
て

い
ま
す
。

②
当
該
基
本
計
画
の
実
施
が
当
該
市

町
村
に
お
け
る
中
心
市
街
地
の
活

性
化
の
実
現
に
相
当
程
度
寄
与
す

る
も
の
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ

と（
第
二
号
基
準
）

基
本
計
画
に
は
、
第
一
号
基
準
に
基

づ
い
て
設
定
さ
れ
た
目
標
を
達
成
す
る

た
め
に
必
要
な
事
業（
市
街
地
整
備
、

教
育
・
医
療
・
福
祉
な
ど
都
市
福
利
施

設
の
整
備
、
街
な
か
居
住
の
推
進
、
商

業
の
活
性
化
な
ど
）と
措
置
が
記
載
さ

れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、

こ
れ
ら
の
事
業
・
措
置
の
実
施
を
含
む

基
本
計
画
の
実
施
が
、
設
定
し
た
目
標

達
成
に
相
当
程
度
寄
与
す
る
も
の
で
あ

る
こ
と
が
合
理
的
に
説
明
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
必
要
で
す
。

③
基
本
計
画
が
円
滑
か
つ
確
実
に
実

施
さ
れ
る
と
見
込
ま
れ
る
も
の
で

あ
る
こ
と（
第
三
号
基
準
）

目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
行
わ
れ

る
事
業
等
に
つ
い
て
は
、

・
事
業
等
の
主
体
が
特
定
さ
れ
て
い

る
か
、
又
は
、
特
定
さ
れ
る
見
込

み
が
高
い
こ
と

・
事
業
等
の
実
施
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
が

明
確
で
あ
る
こ
と

が
必
要
で
す
。

市
町
村
は
、
計
画
期
間
中
に
認
定

基
本
計
画
に
掲
げ
た
取
組
の
着
実
な

実
施
を
通
じ
て
目
標
が
達
成
で
き
る

よ
う
に
、
定
期
的
に
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ

（
事
後
点
検
）
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
そ
の
結
果
、
認
定
基
本

計
画
に
記
載
さ
れ
た
事
項
と
中
心
市

街
地
の
現
状
や
事
業
等
の
実
施
状
況

等
か
ら
判
断
し
、
必
要
と
認
め
ら
れ

る
場
合
に
は
、
速
や
か
に
認
定
基
本

計
画
の
見
直
し
を
行
い
ま
す
。
そ
の

場
合
は
、
見
直
し
た
基
本
計
画
に
つ

い
て
、
再
度
確
認
の
申
請
を
行
わ
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

＊
　
　
　
＊
　
　
　
＊

平
成
十
八
年
九
月
二
十
六
日
に
、
内

閣
府
大
臣
官
房
中
心
市
街
地
活
性
化

担
当
室
は「
中
心
市
街
地
活
性
化
基
本

計
画
認
定
申
請
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
を
公
表
し

ま
し
た
。

マ
ニ
ュ
ア
ル
で
は
、
基
本
計
画
の
認
定

の
ポ
イ
ン
ト
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
ま

と
め
て
い
ま
す
。

○
基
本
計
画
作
成
に
先
立
っ
て
、
市
町

村
が
、
過
去
の
取
組
に
対
す
る
評
価

認
定
基
本
計
画
の
実
施
状
況

に
つ
い
て
の
評
価
の
実
施

を
行
い
、
そ
の
成
果
や
反
省
を
踏
ま

え
て
基
本
計
画
を
作
成
し
て
い
る
こ

と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

○「
人
口
減
少
・
少
子
高
齢
社
会
の
到

来
に
対
応
し
た
、
高
齢
者
も
含
め
た

多
く
の
人
に
と
っ
て
暮
ら
し
や
す
い
、

多
様
な
都
市
機
能
が
コ
ン
パ
ク
ト
に

集
積
し
た
、
歩
い
て
暮
ら
せ
る
生
活

空
間
を
実
現
す
る
こ
と
」（
コ
ン
パ
ク

ト
な
ま
ち
づ
く
り
）を
目
指
す
こ
と

に
つ
い
て
、
都
市
機
能
の
適
正
立
地

や
既
存
ス
ト
ッ
ク
の
有
効
活
用
を
含

め
、
市
町
村
と
し
て
の
方
針
や
実
現

方
策
が
公
表
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
必

要
で
す
。

○
こ
の
よ
う
な
考
え
の
下
、
市
町
村
が

事
業
等
を
総
合
的
か
つ
一
体
的
に

推
進
す
る
観
点
か
ら
以
下
の
ポ
イ

ン
ト
を
含
む
法
及
び
基
本
方
針
に

規
定
さ
れ
た
認
定
基
準
に
つ
い
て
十

分
な
対
応
を
行
っ
て
い
る
こ
と
が
、

基
本
計
画
の
認
定
の
要
件
と
な
り

ま
す
。

①
基
本
計
画
の
作
成
に
当
た
っ
て
、
地

域
住
民
等
様
々
な
主
体
を
巻
き
込

み
、
多
様
な
担
い
手
の
参
画
を
得
た

協
議
の
場（
中
心
市
街
地
活
性
化
協

議
会
等
）が
組
織
さ
れ
る
な
ど
、
十

分
な
協
議
が
行
わ
れ
理
解
を
得
て
い

る
こ
と
。
基
本
計
画
が
円
滑
か
つ
確

実
に
実
施
で
き
る
よ
う
、
地
域
ぐ
る

み
で
取
り
組
む
こ
と
と
な
っ
て
い
る

こ
と
。

②
基
本
計
画
に
掲
げ
る
事
業
等
が
、
実

践
的
か
つ
試
行
的
活
動
に
裏
打
ち
さ
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れ
る
な
ど
厳
選
さ
れ
た
も
の
と
な
っ

て
い
る
こ
と
。

③
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
、
適
切
に
目

標
が
設
定
さ
れ
、
そ
の
目
標
の
達
成

状
況
が
的
確
に
把
握
で
き
る
数
値

目
標
が
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
ま

た
、
基
本
計
画
に
記
載
さ
れ
た
具
体

的
な
取
組
の
効
果
が
発
現
す
る
時

期
等
を
考
慮
し
て
計
画
期
間
が
明

確
に
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

④
中
心
市
街
地
の
区
域
設
定
に
当
た

っ
て
、
各
種
取
組
が
総
合
的
か
つ
一

体
的
に
実
施
す
る
こ
と
が
可
能
な

範
囲
と
な
る
よ
う
定
め
ら
れ
て
い
る

こ
と
。

⑤
基
本
計
画
に
記
載
さ
れ
た
事
業
等

が
、
円
滑
か
つ
確
実
に
実
施
さ
れ
る

こ
と
が
見
込
ま
れ
、
こ
れ
ら
の
事
業

等
の
実
施
が
、
基
本
計
画
に
記
載
さ

れ
た
区
域
の
活
性
化
に
相
当
程
度

寄
与
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
合
理

的
に
説
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

こ
れ
ら
の
ポ
イ
ン
ト
を
踏
ま
え
た
意

欲
あ
る
市
町
村
の
積
極
的
な
チ
ャ
レ
ン

ジ
が
期
待
さ
れ
ま
す
。
な
お
、
基
本
計

画
の
作
成
及
び
認
定
申
請
等
に
当
た

り
、
内
閣
府
大
臣
官
房
中
心
市
街
地
活

性
化
担
当
室
で
は
、
事
前
の
相
談
を
受

け
付
け
て
い
ま
す
。
円
滑
な
認
定
事
務

を
進
め
る
上
で
、
事
前
相
談
や
事
前
調

整
等
を
十
分
行
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
を

お
勧
め
し
ま
す
。

ま
ち
づ
く
り
は
住
民
一
人
一
人
の
積

極
的
な
参
画
に
よ
っ
て
初
め
て
実
現
で

き
ま
す
。
多
様
な
担
い
手
を
巻
き
込
ん

法律改正で中心市街地活性化のための“手段”が与えられた

大西　隆
東京大学先端科学技術研究センター都市環境システム分野教授

中心市街地や中心商店街の空洞化が問題になっています。

その要因は、まず1990年前後から、内外の圧力によって

規制緩和が進み、特に地方都市を中心に、大型店が郊外に進

出する傾向が出てきたことです。品ぞろえ豊かな大型店に客が

集まり、中心市街地の商店街は寂れてしまいました。また、都市

の郊外化も要因です。マイカーの普及ともあいまって、都市が外

延的に発展するようになり、中心市街地や商店街に縁がなくなっ

た住民が増えたのです。

中心市街地が空洞化する現象は、ことに地方都市において顕

著です。東京や大阪などの大都市では、電車が利用されるので

駅に拠点性があり、それに続く商店街はそれとして機能を果たし

ています。つまり、我が国では、都市の中心部の役割において、

二極分化が起こっていると言ってよいかもしれません。

これまで様々な社会資本が投じられてきた地方都市の中心

部、あるいはまちの歴史が刻み込まれた中心部を再生させたい

と考える地方自治体に強力な“手段”を与えたのが、今回の都市

計画法と中心市街地活性化法の改正といえます。

都市計画法の改正では、大型店やその他の集客施設の立地

規制の強化等が図られました。さらに、中心市街地活性化法の

改正では、中心市街地を活性化させるための様々な取組を集中

させる方向が示されました。でも、これらの法律改正によって、自

動的に中心市街地の商業が活発になったり、中心市街地が活性

化したりするわけではありません。中心商店街の再生のためには、

商業者自身の意識改革と体質改善が求められます。また、中心

市街地を居住の場として再生するなどの努力も必要です。

このため自治体には、どこがまちの中心で、どのような商業空

間をどこにつくるかといったビジョンを確立することが求められま

す。これまでのまちづくりの経験などを踏まえ、明確な都市像を

示していかなければなりません。そして、まちづくりの計画の中に、

中心市街地の活性化策を盛り込んでいくのです。

今回の法律改正は、本格的に人口が減少していく社会が到来

するに際して、生活の豊かさを実感できるようまちづくりの方針を

議論し、定めていくよい機会になります。ことに合併によって市

域が拡大したところでは、広域的な中心や生活の中心を、メリハ

リをつけながら育成していく方策が求められます。これまでの計

画のように、補助金目当ての散発的な事業提案では何の効果も

生まないでしょう。基本計画の作成に当たっては、場合によって

は厳しい議論も待ち受けていると思いますが、その試練を経て

後世に高い評価を受ける実現性のある基本計画を作ってほしい

と思います。

だ
地
域
ぐ
る
み
の
積
極
的
な
チ
ャ
レ
ン

ジ
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

（
資
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・
内
閣
官
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街
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性
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局
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